
ルールが守られていないものは収集できません。 
次の収集日に正しく分別して出し直しましょう。 
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例年、環境省は「ごみゼロ」にちなんだ 5 月３０日から「環境の日」の 6 月５
日までの一週間は、「ごみ減量・リサイクル推進週間」と定めています。 

家庭から出るごみを正しく分別して出すことで、ごみを減らすだけでなく、資源 
として適切にリサイクルすることができます。この機会に、限りある資源を有効
活用し、循環型社会を目指しましょう。 

 

５月 30 日（ごみゼロの日）～６月５日（環境の日）は 

ごみ減量・リサイクル推進週間です。 
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衛自連 

ごみステーションはルールを守って利用しましょう 

〇収集日の朝（早朝から８時まで）に出しましょう。 

〇「燃やせるごみ（青）」と「燃やせないごみ（赤）」は、 

鹿屋市の有料指定ごみ袋を使用してください。 

〇「プラスチック類」は、45ℓ以下の透明袋を使用して 

ください。 

〇「資源物」は、透明袋や半透明袋を使用してください。 

ペットボトル・空き缶・空きびん・紙パック・プラス  

チック類はよく乾かしてから出してください。 

燃やせるごみ(青) 燃やせないごみ(赤) 

●収集日が違うもの 

●分別が違うもの 

●袋が違うもの 

●資源物で汚れているもの 

ルールが守られていないものには、警告シー

ルを貼り、ごみステーションに残します。 

出された人は、分別をやり直して、ルールに

従って、次回の収集日に出し直しましょう。 

長いひも状のものは、50ｃｍ以下に切断してください。 

肝属地区清掃センターでは、破砕機を使って持ち込まれたごみを破

砕処理していますが、長さが 50ｃｍを超えるひも状のものや、毛

布・ゴムホース・カーテン・網・ビニール等は、破砕機に巻きつき故

障の原因になるため、50ｃｍ以下に切断してください。 



一人一人が日常生活を少し工夫することが、資源の節約や二酸化炭素の削減につながります。 

この環境月間を機会に、環境について考えて、環境にやさしい暮らしをはじめましょう。 

【 家庭でできる省エネの取組み例 】 

マイバッグやマイボトルを 
使いましょう 

資源物をきちんと分別 
しましょう 

[iＰhone]   ［Android］ かのやライフ用二次元コード 

（衛自連だよりはスマートフォンアプリ「かのやライフ」や、鹿屋市

のホームページからも確認することができます。） 

鹿屋市からの広報 ⇒ 回覧文書（市ＨＰへ） ⇒ 回覧文書ＰＤＦ 

 

令和５年度 

狂犬病予防注射済 

鹿児島県鹿屋市 

第０００１号 

令和５年度 

狂犬病予防注射済 

鹿児島県鹿屋市 

第０００１号 

令和８年度 

狂犬病予防注射済 

鹿児島県鹿屋市 

第０００１号 

マナーを守って飼いしましょう 

省エネポータルサイト（経済産業省） 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html#general-section 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録すること 1 

犬に狂犬病予防注射を受けさせること ２ 

・生後 91 日以上の犬を飼い始めたら、30 日以内に市役所に

て飼い犬の登録が必要です。 

・登録をすると鑑札が交付されます。 

・愛犬が狂犬病にかかることを予防し、人への感染も防ぐことが

できます。 

・室内犬、体格の大小に関係なく、毎年１回動物病院等で狂犬病

予防注射を受け、注射済票の交付を受けなければなりません。 

犬 を 飼 っ た ら ・ ・ ・ 

  ６月は「環境月間」です 

エアコンの設定温度は 
28 度を目安にしましょう 

鑑札と注射済票を犬につけること ３ 

・誰が見ても登録と注射を受けた犬だと、わかるようにしなけ

ればなりません。 

・行方不明になった時にも、飼い主の元に帰れる可能性が高く

なります。 
（年度で色が変わります） ４ 

・通学路等に犬のフンが放置されて困っています。必ず持ち帰り

ましょう。 


